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まちづくりの目標及び都市の骨格構造案について 

■構成 

１．改定方針  

・現行計画の構成は、「将来都市像」⇒「理念（根本的な考え方）」の順となっているが、わかりやすい構

成とするため、次期計画では、より抽象度の高い「理念」⇒「将来都市像」の順とする。 

・現行計画の「東久留米らしい『まちの風景』…」や「めぐるまち」のような将来像のイメージは、まち

づくりの目標の最後にまとめて記載し、メリハリを付ける。 

・本市の骨格構造における拠点やゾーンについての考え方を説明するポンチ絵を入れる。 

 

２．現行計画との比較  

 

現行計画 ※P は現行計画のページ番号 次期計画 

まちづくりの目標 

① 将来都市像「P.31」 

② 東久留米市らしい「まちの風景」…「P.32」 

③ 理念「P.33」 

④ まちづくりの目標「P.33」 

⑤ めぐるまちのイメージの説明「P.34～35」 

 

都市の骨格構造 

⑥ 広域的な将来都市構造「P.36～37」 

⑦ 本市の骨格構造「P.40」 

 

まちづくりの目標 

① 理念 

② 将来都市像 

③ まちづくりの目標 

④ 将来の「東久留米」のイメージ 

 

 

都市の骨格構造 

⑤ 広域的な将来都市構造 

⑥ 本市の骨格構造の考え方 

⑦ 本市の骨格構造 
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■案 

１．理念  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 〇市民と行政の協働による、みんなが主役のまちづくり 

 〇循環・めぐりによるまちづくり 

※変更なし 
 

 

当初都市マス（H12 策定） ： 〇市民参加によるまちづくり 

〇循環・めぐりによるまちづくり 

 

現行都市マス「P.33」    ： 〇市民と行政の協働による、みんなが主役のまちづくり 

〇循環・めぐりによるまちづくり 

・都市マスにおける「理念」とは、まちづくりに対する基本的な考えのことで相当長期間にわた

り普遍性を有するものである。20 年という期間を経ても大きく内容が変わるものではないた

め、基本的な要素は現行計画を踏襲する。 

・次期総合計画（東久留米市第 5 次長期総合計画基本構想）でのまちづくりの基本理念「みんな

が主役のまちづくり」（※第 4 次計画を継承）との整合性を図る。 

改定の方針 

当初及び現行計画の記載 

次期計画の案① 

 

みんなが主役のまちづくり 

※長期総合計画との整合性を強調するため、長期総合計画の基本理念を掲げる。 

 

次期計画の案② 

  

〇みんなが主役のまちづくり 

※多様な主体が参画するまちづくりという意味合いを強調するため、現行計画の後段部分

のみとした。 

 〇循環・めぐりによるまちづくり 

 

次期計画の案③ 
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２．将来都市像   

 

 

  

 

・将来都市像では、本計画で目指す東久留米の将来の姿を示す。 

・現行計画の将来都市像や、次期総合計画（東久留米市第５次長期総合計画基本構想）における記

載との整合性を図る。次期総合計画において、「水や緑と土が織りなす風景」が市の誇りとして

掲げられていること、「活力」がまちの将来像に掲げられていることから、構成要素として「水と

緑」「活力」を現行計画の将来都市像から継承する。 

・また、令和元年度に実施した市民アンケート調査の「（目指すべき）まちの将来像」に関する設問

において「災害や犯罪に対して安全・安心なまち」という回答が最も多く（過半数の 54.5％）、

さらに昨今の都市型災害の甚大化等を踏まえ、防災や国土強靭化等が社会的な課題であり、国民

的な関心となっていることを踏まえ、「安全」を構成要素に追加する。 

 

 
 

現行計画に「安全」を加えた案 

豊かな水と緑に囲まれ、安全で活力のある、住み続けたいまち 東久留米 

※現行計画を踏襲した語順、フレーズを活用し、まちづくりの継承性を重視 

 

 

改定の方針 

 

当初都市マス（H12 策定） ： 水と緑に囲まれた豊かな生活都市 東久留米 

現行都市マス「P.31」     ： 豊かな水と緑に囲まれ、活力のある、住み続けたいまち 東久留米 

第 4 次長期総合計画     ： 自然 つながり 活力あるまち 東久留米 

第 5 次長期総合計画     ： みんないきいき 活力あふれる 湧水のまち 東久留米 

都市マスと長期総合計画の記載 

次期計画の案① 

 

 「水と緑」を主役にする案 

都市の活力を育み 安全な環境を生み出す 水と緑のまち 東久留米 

※「水と緑」が基盤であることを強調 

次期計画の案② 
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３．まちづくりの目標（図）  

 

  

 

現行計画の記載 

 

・まちづくりの目標の図は理念と将来像を図的に表現したポンチ絵である。 

・ “人々“がまちの本質にあり、長期総合計画にも謳われる「みんなが主役のまちづくり」を進め

る必要がある。水と緑の循環というあり方は変わらないが、「活力」と「安全」を追加し、また

主役である人々を真ん中に位置付け、有機的なつながりを表現する。 

 

改定の方針 

「P.33」 
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『       』 将来都市像 

安全なまちづくりが暮らし
を支え 

まちの魅力を高める 

安全 活力 

水と緑を基盤に 
安全な環境をつくる 

水と緑と共生した 
営みをつくる 

水と緑 

次期計画の案 

コミュニティ 
文化的活動 交流 

まちづくり 

みんなでつくる 
安全 

みんなで生み出す 
活力 

みんなで守り、育てる 
水と緑 

東久留米のまちの土台となる豊かな水と緑を保全しつつ、まちづくりの様々なシーンで

地域資源の活用を図ることで、東久留米らしさが生まれていきます。 

この水と緑を基盤に、人々が安全な生活を送れるように、暮らしを守る都市の仕組みをつ

くり、誰もが快適に過ごせるまちづくりを目指します。 

また、経済や地域コミュニティについて内部から活気を生み出していく仕掛けをつくっ

ていくことで、活力が生まれ、まちの魅力を高めていきます。 

これらは東久留米のまちに関わる主体みんなで取組むものであり、＜水と緑＞＜安全＞

＜活力＞の３つを軸にしたまちづくりにより、将来都市像『●●●』を目指していきます。 
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４．将来の「東久留米」のイメージ   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・東久留米市らしい「まちの風景」 

現行計画の記載① 

・将来の「東久留米」のイメージは、より具体性をもって東久留米のまちの本質を表現し、伝える

ための項目である。 

・必ずしも計画書に必要な項目ではないが、都市計画の将来像という堅さをかみ砕き、計画書の雰

囲気を柔らかく、読みやすくする効果がある。 

・計画書全体において、最も市民の想いを表現しやすい項目であるため、市民の意見を基に方向性

を検討する。 

改定の方針 

「P.32」 
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※改定検討委員会で意見を求める 

次期計画の案 

 

・「めぐるまち」のイメージ 

現行計画の記載➁ 
「P.34～P.35」 
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５．広域的な将来都市構造   

    

 

 

・広域的な将来都市構造は、将来の道路や鉄道といった都市の骨格構造について近隣市町村との関

係・つながりを示したものである。 

・広域的な将来都市構造は、都の方針や、近隣市との整合を図る必要があり、また長期的に方向性

が大きく変わるものではないため、現行計画を継承する。 

・ただし、東３・４・２１の事業中区間を反映し、該当部分の連携軸を延伸する。 

 

改定の方針 

現行計画の記載 「P.36～37」 
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次期計画の案 
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６．本市の骨格構造の考え方   

 

   

 

水と緑を基盤として、安全を生み出すまちづくりを進めていくことで、各拠点がそれぞれの機

能を発揮できます。それらが創出する活力は、相乗的に市全体の活力を引き上げていきます。 

・該当事項の記載なし 

現行計画の記載 

・骨格構造は、道路や鉄道を軸に、役割をもった拠点やゾーンを位置づけ、基礎的な都市構造を示

すものである。 

・本項目は、骨格構造における拠点やゾーンの位置づけの考え方（何故？どういう視点で？位置付

けるのか）を補足するため、盛り込む。 

・施設や地域資源を軸に拠点化していくなかで、地域の特色をつくっていくが、それらは単体でま

ちづくりとして機能しているのではなく、「活力の向上」という同じ目標に向かっており、相乗

効果で全市的に活力創出が図られる、という考え方を示す。 

改定の方針 

次期計画の案 

将来都市像を実現するための拠点のイメージ 
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７．本市の骨格構造（骨格構造図）   

 

 

・本市の骨格構造は大きくは変わらないが、各拠点等が「何を目指しているエリアなのか」という

メッセージを強めるため、一部の拠点やゾーンの名称を見直す。 

 

 

・次期計画案では以下のような拠点・ゾーンを位置付ける。 
 

名称 機能・役割等 地域 

活力創造拠点 ・市内外から人が集まり、活力を生み出す

象徴となる拠点 

東久留米駅 

上の原地区 

南沢五丁目地区 

水と緑の交流

拠点 

・基盤である水や緑を活用し、人々の交

流・活動の場となる拠点 

都立六仙公園 

白山公園 

竹林公園 等 

コミュニティ

拠点 

・行政サービスやコミュニティ施設が集

積し、暮らしや文化の活動となる拠点 

市役所 

各地域センター 等 

産業拠点 ・大規模な工場や流通業務機能が集積し

活力を生み出す拠点 

前沢三丁目地区 

野火止一丁目地区 

柳窪二丁目地区 等 

中心都市機能

ゾーン 

・行政機能、商業機能等の中枢的な都市機

能が集積したゾーン 

まろにえホール～駅周辺 

東久留米駅北口周辺の商店街 等 

水と緑の保全

ゾーン 

・水と緑を保全し、人の営みや都市活動と

共生しながら、都市環境の向上に寄与す

るゾーン 

野火止用水歴史環境保全地域 

柳窪緑地保全地域 等 

水と緑の軸 ・水と緑のまちを象徴する拠点などとそ

れらを結ぶ軸 

黒目川 

落合川 等 

広域交通軸 ・市外とつながる主要な道路で、交通の動

脈となる軸 

新小金井街道 

新所沢街道 等 

生活軸 ・各拠点などを結ぶ交通ネットワーク軸 小金井街道 

所沢街道 等 

 

 

 

 

改定の方針 
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現行計画の記載 「P.40」 

 
 

 

 

次期計画の案 

地域の意見などを踏まえ、今後検討する地域 

・大規模住宅団地（公的住宅団地）が立地する地域 

・交通の利便性などが高い地域 

・公共施設跡地など 
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（参考）まちづくりの目標を目指すための分野別方針の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現行計画では分野別の取組は「まちづくりの基本方針」で体系化されている。しかし、「土地利

用」と「交通」に関する事項が分野別方針から分離され、「まちづくりの目標」のなかで記載され

ている。一方で、都市計画マスタープランの取組の評価は、「まちづくりの基本方針」の体系に沿

って行われているため、土地利用や交通に関する取組の評価がしづらい状態になっている。 

・計画の推進上、すべての分野の取組について、「取組」は「施策」に、「施策」は「方針」に紐づ

き、体系化されている方が、運用しやすいため、「土地利用」「交通」に関する方針も他と同列に

扱い、体系化をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定の方針 

≪ 計画書の構成 ≫ 

［まちづくりの基本方針］ 

施策 取組 方針 

［まちづくりの目標］ 

施策 取組 方針 

土地利用、交通 

それ以外の分野 

すべての分野 

現行計画 次期計画 

［まちづくりの基本方針］ 

施策 取組 方針 


